
議案第４９号 

 

大田原市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

大田原市手数料条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

 

令和３年６月１４日提出 

 

大田原市長 津 久 井 富 雄 



大田原市手数料条例の一部を改正する条例 

大田原市手数料条例（平成１２年条例第２号）の一部を次のように改正する。 

別表１３の項を次のように改める。 

１３ 削除 

別表９４の項から９６の項までを次のように改める。 

９４ 建築物

のエネ

ルギー

消費性

能の向

上に関

する法

律第１

２条第

１項の

規定に

基づく

建築物

エネル

ギー消

費性能

適合性

判定 

１ 建築

物エネル

ギー消費

性能基準

等を定め

る省令（ 

平成２８

年経済産

業省、国

土交通省

令第１号 

）第１０

条第１号

に規定す

る工場等

の用途に

供する建

築物 

 

⑴ モデル建物

法（建築物のエ

ネルギー消費性

能の向上に関す

る法律第２条第

１項第３号に規

定する建築物エ

ネルギー消費性

能基準（以下こ

の項及び９９の

項において「建

築物エネルギー

消費性能基準」

という。）であ

って、市長が指

定するものをい

う。以下この項

から９６の項ま

でにおいて同じ

。）を用いた建

築物エネルギー

消費性能適合性

判定 

ア 床面積の合

計が１，０００

㎡未満の場合 

１件に

つき 

２５，０００円 

イ 床面積の合

計が１，０００

㎡以上２，００

０㎡未満の場合 

１件に

つき 

３５，０００円 

ウ 床面積の合

計が２，０００

㎡以上５，００

０㎡未満の場合 

１件に

つき 

８７，０００円 

エ 床面積の合

計が５，０００

㎡以上１０，０

００㎡未満の場

合 

１件に

つき 

１３０，０００円 

オ 床面積の合

計が１０，００

０㎡以上２５，

０００㎡未満の

場合 

１件に

つき 

１６０，０００円 

カ 床面積の合

計が２５，００

０㎡以上の場合 

１件に

つき 

２００，０００円 

⑵ 標準入力法

・主要室入力法

（建築物エネル

ギー消費性能基

準であって、市

長が指定するも

のをいう。以下

この項から９６

の項までにおい

て同じ。）を用

いた建築物エネ

ア 床面積の合

計が１，０００

㎡未満の場合 

１件に

つき 

２９，０００円 

イ 床面積の合

計が１，０００

㎡以上２，００

０㎡未満の場合 

１件に

つき 

３９，０００円 

ウ 床面積の合

計が２，０００

㎡以上５，００

０㎡未満の場合 

１件に

つき 

９４，０００円 



ルギー消費性能

適合性判定 

エ 床面積の合

計が５，０００

㎡以上１０，０ 

１件に

つき 

１３０，０００円 

００㎡未満の場

合 

  

オ 床面積の合

計が１０，００

０㎡以上２５，

０００㎡未満の

場合 

１件に

つき 

１７０，０００円 

カ 床面積の合

計が２５，００

０㎡以上の場合 

１件に

つき 

２１０，０００円 

２ 上記

以外の建

築物 

⑴ モデル建物

法を用いた建築

物エネルギー消

費性能適合性判

定 

ア 床面積の合

計が１，０００

㎡未満の場合 

１件に

つき 

１００，０００円 

イ 床面積の合

計が１，０００

㎡以上２，００

０㎡未満の場合 

１件に

つき 

１３０，０００円 

ウ 床面積の合

計が２，０００

㎡以上５，００

０㎡未満の場合 

１件に

つき 

２１０，０００円 

エ 床面積の合

計が５，０００

㎡以上１０，０

００㎡未満の場

合 

１件に

つき 

２８０，０００円 

オ 床面積の合

計が１０，００

０㎡以上２５，

０００㎡未満の

場合 

１件に

つき 

３４０，０００円 

カ 床面積の合

計が２５，００

０㎡以上の場合 

１件に

つき 

４００，０００円 

⑵ 標準入力法

・主要室入力法

を用いた建築物

エネルギー消費

性能適合性判定 

ア 床面積の合

計が１，０００

㎡未満の場合 

１件に

つき 

２６０，０００円 

イ 床面積の合

計が１，０００ 

１件に

つき 

３３０，０００円 



㎡以上２，００

０㎡未満の場合 

ウ 床面積の合

計が２，０００ 

１件に

つき 

４８０，０００円 

㎡以上５，００

０㎡未満の場合 

エ 床面積の合

計が５，０００

㎡以上１０，０

００㎡未満の場

合 

１件に

つき 

５９０，０００円 

オ 床面積の合

計が１０，００

０㎡以上２５，

０００㎡未満の

場合 

１件に

つき 

７００，０００円 

カ 床面積の合

計が２５，００

０㎡以上の場合 

１件に

つき 

８００，０００円 

９５ 建築物

のエネ

ルギー

消費性

能の向

上に関

する法

律第１

２条第

２項の

規定に

基づく

建築物

エネル

ギー消

費性能

確保計

画の変

更に係

る建築

物エネ

ルギー

１ 工場

等の用途

に供する

建築物 

⑴ モデル建物

法を用いた建築

物エネルギー消

費性能適合性判

定 

ア 床面積の合

計が１，０００

㎡未満の場合 

１件に

つき 

前項の１の⑴のア

に規定する額の２

分の１に相当する

額 

イ 床面積の合

計が１，０００

㎡以上２，００

０㎡未満の場合 

１件に

つき 

前項の１の⑴のイ

に規定する額の２

分の１に相当する

額 

ウ 床面積の合

計が２，０００

㎡以上５，００

０㎡未満の場合 

１件に

つき 

前項の１の⑴のウ

に規定する額の２

分の１に相当する

額 

エ 床面積の合

計が５，０００

㎡以上１０，０

００㎡未満の場

合 

１件に

つき 

前項の１の⑴のエ

に規定する額の２

分の１に相当する

額 

オ 床面積の合

計が１０，００

０㎡以上２５，

０００㎡未満の

場合 

１件に

つき 

前項の１の⑴のオ

に規定する額の２

分の１に相当する

額 



消費性

能適合

性判定 

カ 床面積の合

計が２５，００

０㎡以上の場合 

１件に

つき 

前項の１の⑴のカ

に規定する額の２

分の１に相当する

額 

⑵ 標準入力法

・主要室入力法

を用いた建築物

エネルギー消費

性能適合性判定 

ア 床面積の合

計が１，０００

㎡未満の場合 

１件に

つき 

前項の１の⑵のア

に規定する額の２

分の１に相当する

額 

イ 床面積の合

計が１，０００

㎡以上２，００

０㎡未満の場合 

１件に

つき 

前項の１の⑵のイ

に規定する額の２

分の１に相当する

額 

ウ 床面積の合

計が２，０００

㎡以上５，００

０㎡未満の場合 

１件に

つき 

前項の１の⑵のウ

に規定する額の２

分の１に相当する

額 

エ 床面積の合

計が５，０００

㎡以上１０，０

００㎡未満の場

合 

１件に

つき 

前項の１の⑵のエ

に規定する額の２

分の１に相当する

額 

オ 床面積の合

計が１０，００

０㎡以上２５，

０００㎡未満の

場合 

１件に

つき 

前項の１の⑵のオ

に規定する額の２

分の１に相当する

額 

カ 床面積の合

計が２５，００

０㎡以上の場合 

１件に

つき 

前項の１の⑵のカ

に規定する額の２

分の１に相当する

額 

２ 上記

以外の建

築物 

⑴ モデル建物

法を用いた建築

物エネルギー消

費性能適合性判

定 

ア 床面積の合

計が１，０００

㎡未満の場合 

１件に

つき 

前項の２の⑴のア

に規定する額の２

分の１に相当する

額 

イ 床面積の合

計が１，０００

㎡以上２，００

０㎡未満の場合 

１件に

つき 

前項の２の⑴のイ

に規定する額の２

分の１に相当する

額 

ウ 床面積の合

計が２，０００

㎡以上５，００

０㎡未満の場合 

１件に

つき 

前項の２の⑴のウ

に規定する額の２

分の１に相当する

額 



エ 床面積の合

計が５，０００

㎡以上１０，０

００㎡未満の場

合 

１件に

つき 

前項の２の⑴のエ

に規定する額の２

分の１に相当する

額 

オ 床面積の合

計が１０，００

０㎡以上２５，

０００㎡未満の

場合 

１件に

つき 

前項の２の⑴のオ

に規定する額の２

分の１に相当する

額 

カ 床面積の合

計が２５，００

０㎡以上の場合 

１件に

つき 

前項の２の⑴のカ

に規定する額の２

分の１に相当する

額 

⑵ 標準入力法

・主要室入力法

を用いた建築物

エネルギー消費

性能適合性判定 

ア 床面積の合 

計が１，０００

㎡未満の場合 

１件に 

つき 

前項の２の⑵のア

に規定する額の２

分の１に相当する

額 

イ 床面積の合

計が１，０００

㎡以上２，００

０㎡未満の場合 

１件に

つき 

前項の２の⑵のイ

に規定する額の２

分の１に相当する

額 

ウ 床面積の合

計が２，０００

㎡以上５，００

０㎡未満の場合 

１件に

つき 

前項の２の⑵のウ

に規定する額の２

分の１に相当する

額 

エ 床面積の合

計が５，０００

㎡以上１０，０

００㎡未満の場

合 

１件に

つき 

前項の２の⑵のエ

に規定する額の２

分の１に相当する

額 

オ 床面積の合

計が１０，００

０㎡以上２５，

０００㎡未満の

場合 

１件に

つき 

前項の２の⑵のオ

に規定する額の２

分の１に相当する

額 

カ 床面積の合

計が２５，００

０㎡以上の場合 

１件に

つき 

前項の２の⑵のカ

に規定する額の２

分の１に相当する

額 

９６ 建築物

のエネ

ルギー

１ 建築

物エネル

ギー消費

⑴ モデル建物

法を用いた建築

物エネルギー消

ア 床面積の合

計が１，０００

㎡未満の場合 

１件に

つき 

前項の１の⑴のア

に規定する額 



消費性

能の向

上に関

する法

律第１

２条第

２項又

は第１

３条第

３項に

規定す

る建築

物エネ

ルギー

消費性

能確保

計画の

軽微な

変更で

あるこ

との証

明の申

請に対

する審

査 

性能適合

性判定を

受けた計

画で工場

等の用途

に供する

建築物 

費性能適合性判

定 

イ 床面積の合

計が１，０００

㎡以上２，００

０㎡未満の場合 

１件に

つき 

前項の１の⑴のイ

に規定する額 

ウ 床面積の合

計が２，０００

㎡以上５，００

０㎡未満の場合 

１件に

つき 

前項の１の⑴のウ

に規定する額 

エ 床面積の合

計が５，０００

㎡以上１０，０

００㎡未満の場

合 

１件に

つき 

前項の１の⑴のエ

に規定する額 

オ 床面積の合

計が１０，００

０㎡以上２５，

０００㎡未満の

場合 

１件に

つき 

前項の１の⑴のオ

に規定する額 

カ 床面積の合

計が２５，００

０㎡以上の場合 

１件に

つき 

前項の１の⑴のカ

に規定する額 

⑵ 標準入力法 

・主要室入力法

を用いた建築物

エネルギー消費

性能適合性判定 

ア 床面積の合

計が１，０００

㎡未満の場合 

１件に

つき 

前項の１の⑵のア

に規定する額 

イ 床面積の合

計が１，０００

㎡以上２，００

０㎡未満の場合 

１件に

つき 

前項の１の⑵のイ

に規定する額 

ウ 床面積の合

計が２，０００

㎡以上５，００

０㎡未満の場合 

１件に

つき 

前項の１の⑵のウ

に規定する額 

 
エ 床面積の合

計が５，０００

㎡以上１０，０

００㎡未満の場

合 

１件に

つき 

前項の１の⑵のエ

に規定する額 

 
オ 床面積の合

計が１０，００

０㎡以上２５，

０００㎡未満の

場合 

１件に

つき 

前項の１の⑵のオ

に規定する額 



 
カ 床面積の合

計が２５，００

０㎡以上の場合 

１件に

つき 

前項の１の⑵のカ

に規定する額 

２ 上記

以外の建 

築物 

⑴ モデル建物

法を用いた建築

物エネルギー消

費性能適合性判

定 

ア 床面積の合

計が１，０００

㎡未満の場合 

１件に

つき 

 

前項の２の⑴のア

に規定する額 

イ 床面積の合

計が１，０００

㎡以上２，００

０㎡未満の場合 

１件に

つき 

前項の２の⑴のイ

に規定する額 

ウ 床面積の合

計が２，０００

㎡以上５，００

０㎡未満の場合 

１件に

つき 

前項の２の⑴のウ

に規定する額 

エ 床面積の合

計が５，０００

㎡以上１０，０

００㎡未満の場

合 

１件に

つき 

前項の２の⑴のエ

に規定する額 

オ 床面積の合

計が１０，００

０㎡以上２５，

０００㎡未満の

場合 

１件に

つき 

前項の２の⑴のオ

に規定する額 

カ 床面積の合

計が２５，００

０㎡以上の場合 

１件に

つき 

前項の２の⑴のカ

に規定する額 

⑵ 標準入力法 

・主要室入力法

を用いた建築物

エネルギー消費

性能適合性判定 

ア 床面積の合

計が１，０００

㎡未満の場合 

１件に

つき 

前項の２の⑵のア

に規定する額 

イ 床面積の合

計が１，０００

㎡以上２，００

０㎡未満の場合 

１件に

つき 

前項の２の⑵のイ

に規定する額 

ウ 床面積の合

計が２，０００

㎡以上５，００

０㎡未満の場合 

１件に

つき 

前項の２の⑵のウ

に規定する額 

エ 床面積の合

計が５，０００

㎡以上１０，０

００㎡未満の場

合 

１件に

つき 

前項の２の⑵のエ

に規定する額 



オ 床面積の合

計が１０，００

０㎡以上２５， 

１件に

つき 

前項の２の⑵のオ

に規定する額 

０００㎡未満の

場合 

  

カ 床面積の合

計が２５，００

０㎡以上の場合 

１件に

つき 

前項の２の⑵のカ

に規定する額 

 別表９７の項中「第２９条第１項」を「第３４条第１項」に、「第３０条第１項第１号 

」を「第３５条第１項第１号」に、「以下次項」を「次項」に、 

「 

申請する床面積の合計が３００㎡以上２，０００

㎡未満の場合 

１件につき ２５，０００円 

」 

を 

「 

申請する床面積の合計が３００㎡以上１，０００

㎡未満の場合 

１件につき １５，０００円 

申請する床面積の合計が１，０００㎡以上２，０

００㎡未満の場合 

１件につき ２５，０００円 

」 

に、 

「 

申請する床面積の合計が３００㎡以上２，０００

㎡未満の場合 

１件につき １３０，０００円 

」 

を 

「 

申請する床面積の合計が３００㎡以上１，０００

㎡未満の場合 

１件につき １００，０００円 

申請する床面積の合計が１，０００㎡以上２，０

００㎡未満の場合 

１件につき １３０，０００円 

」 

に、 

「 

申請する床面積の合計が３００㎡以上２，０００

㎡未満の場合 

１件につき ３３０，０００円 

」 

を 



「 

申請する床面積の合計が３００㎡以上１，０００

㎡未満の場合 

１件につき ２６０，０００円 

申請する床面積の合計が１，０００㎡以上２，０

００㎡未満の場合 

１件につき ３３０，０００円 

」 

に改め、同表９８の項中「第３１条第１項」を「第３６条第１項」に改め、同表９９の項

中「第３６条第１項」を「第４１条第１項」に、 

「 

申請する床面積の合計が３００㎡以上２，０００

㎡未満の場合 

１件につき ２５，０００円 

」 

を 

「 

申請する床面積の合計が３００㎡以上１，０００

㎡未満の場合 

１件につき １５，０００円 

申請する床面積の合計が１，０００㎡以上２，０

００㎡未満の場合 

１件につき ２５，０００円 

」 

に、 

「 

申請する床面積の合計が３００㎡以上２，０００

㎡未満の場合 

１件につき １３０，０００円 

」 

を 

「 

申請する床面積の合計が３００㎡以上１，０００

㎡未満の場合 

１件につき １００，０００円 

申請する床面積の合計が１，０００㎡以上２，０

００㎡未満の場合 

１件につき １３０，０００円 

」 

に、 

「 

申請する床面積の合計が３００㎡以上２，０００

㎡未満の場合 

１件につき ３３０，０００円 

」 

を 

「 



申請する床面積の合計が３００㎡以上１，０００

㎡未満の場合 

１件につき ２６０，０００円 

申請する床面積の合計が１，０００㎡以上２，０

００㎡未満の場合 

１件につき ３３０，０００円 

」 

に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表１３の項の改正規定は、令和３年９

月１日から施行する。 


